
 四日市市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

四日市市長  森  智 広   

 

四日市市規則第６０号 

四日市市会計規則の一部を改正する規則 

 （四日市市会計規則の一部改正） 

第１条 四日市市会計規則（昭和３９年四日市市規則第２５号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 改正前 

（収入予定の報告） （収入予定の報告） 

第２９条の２ 主管の長は、歳入につい

て、毎月２５日までに、１件当たりの

調定金額が３，０００万円以上と見込

まれる翌月の収入予定を、会計管理者

に報告しなければならない。 

第２９条の２ 主管の長は、歳入につい

て、毎月２５日までに、１件当たりの

調定金額が２，０００万円以上と見込

まれる翌月の収入予定を、会計管理者

に報告しなければならない。 

 

（前渡資金の精算） （前渡資金の精算） 

第６９条 資金前渡職員は、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める期限までに、精算書を作成

し、これに領収書その他の証拠書類を

添えて出納員に提出しなければならな

い。 

第６９条 資金前渡職員は、次の各号の

区分により精算書を作成し、これに領

収書その他の証拠書類を添えて出納員

に提出しなければならない。 

(1) 及び(2) （略） (1) 及び(2) （略） 

(3) 前２号以外の前渡資金にあって

は、支払終了後５日以内 

(3) 前号以外の前渡資金にあっては、

支払終了後５日以内 

(4) （略） (4) （略） 

２ 前渡資金の残金については、前項の

規定による精算と同時に返納の手続を

２ 前渡資金の残金については、前項の

規定による精算と同時に返納の手続き



しなければならない。ただし、前項第

１号の常時必要とする前渡資金にあっ

ては、毎月の精算残金を翌月に繰り越

すことができる。 

をしなければならない。ただし、前項

第１号に該当するものにあっては、毎

月の精算残金を翌月に繰り越すことが

できる。 

３ （略） ３ （略） 

 

（概算払の精算） （概算払の精算） 

第７３条 概算払を受けた者は、その用

務又は事件の終了後５日以内に精算書

を作成し、証拠書類を添えて会計管理

者又は出納員に提出しなければならな

い。 

第７３条 概算払を受けた者は、その用

務又は事件終了後５日以内に精算書を

作成し、証拠書類を添えて会計管理者

又は出納員に提出しなければならな

い。 

２ 概算払を受けた者は、前項の規定に

より精算手続をした場合、精算残金が

あるときは、返納の手続をし、不足金

があるときは、追加支払請求の手続を

しなければならない。 

 

２ 前項の規定により精算の際、精算残

金があるときは、返納の手続きをし、

不足金があるときは、請求の手続きを

しなければならない。 

 （期間の計算）  

第７８条 第１０条の５第３項、第６９

条第１項第２号及び第３号並びに第７

３条第１項に定める期間において、日

曜日、土曜日、国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日、１月２日、１月３日又は

１２月２９日から１２月３１日までの

日があるときは、これを期間に算入し

ないものとする。 

 

第７８条 削除 

（支出予定の報告） （支出予定の報告） 

第８２条 主管の長は、支出負担行為の

確定した経費の支出について、毎月２

第８２条 主管の長は、支出負担行為の

確定した経費の支出について、毎月２



５日までに、１件当たりの支出命令の

金額が３，０００万円以上と見込まれ

る翌月の支出予定を、会計管理者に報

告しなければならない。 

５日までに、１件当たりの支出命令の

金額が２，０００万円以上と見込まれ

る翌月の支出予定を、会計管理者に報

告しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の支出予定に係

る経費の支出について、資金の運用上

必要があるときは、主管の長と協議し

て、これを調整することができる。 

２ 会計管理者は、前項の支払予定にか

かる経費の支出について、資金の運用

上必要があるときは、主管の長と協議

して、これを調整することができる。 

３ 主管の長は、第１項の規定により支

出予定として報告した額又は前項の規

定により調整した額を著しく超えて支

出しようとするときは、会計管理者の

承認を得なければならない。 

 

３ 主管の長は、第１項の支払予定報告

書による額又は前項の規定により調整

した額を著しく超えて支出しようとす

るときは、会計管理者の承認を得なけ

ればならない。 

 （年度繰越） 

第１１９条 削除 第１１９条 消耗品類で会計年度末に残

数があるときは、翌年度に繰越整理し

なければならない。 

 

（職員の賠償責任） （職員の賠償責任） 

第１６３条の２ 法第２４３条の２の８

第１項後段の規定により指定する職員

は、次の各号に掲げる行為について、

それぞれ当該各号に定める者とする。 

第１６３条の２ 法第２４３条の２の７

第１項後段の規定により指定する職員

は、次に掲げる者とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 支出命令及び債務の確認 当該支

出命令を代決若しくは代行又は専決

により行った職員及び当該支出命令

を直接補助した職員並びに当該支出

命令につきその支出負担行為に係る

債務の確定の確認につき直接補助し

た職員 

(2) 支出命令及び債務の確認 当該支

出命令を代決若しくは代行又は専決

により行った職員並びに当該支出命

令を直接補助した職員及び当該支出

命令につきその支出負担行為に係る

債務の確定の確認につき直接補助し

た職員 



(3) 契約の履行の確保をするための監

督及び検査 当該監督又は検査を代

決若しくは代行又は専決により行っ

た職員及び当該監督又は検査を直接

補助した職員 

(3) 契約の履行の確保をするための監

督及び検査 当該監督又は検査を代

決若しくは代行又は専決により行っ

た職員並びに当該監督又は検査を直

接補助した職員 

(4) （略） (4) （略） 

 

（金融機関の休業日に係る歳入金の払

込み） 

（金融機関の休業日に係る歳入金の払

込み） 

第１６５条 会計管理者、出納員又は現

金取扱員が歳入金を金融機関へ払い込

むべき日が金融機関の休業日に当たる

ときは、第２２条の２第２項及び第２

６条の２第２項（第８６条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に

かかわらず、金融機関の次の営業日に

歳入金の払込みをするものとする。 

第１６５条 会計管理者、出納員又は現

金取扱員が歳入金を金融機関へ払い込

むべき日が金融機関の休業日に当たる

ときは、第２２条の２第２項、第２６

条の２第１項及び第８６条第２項の規

定にかかわらず、金融機関の次の営業

日に歳入金の払込みをするものとす

る。 

 

改正後 

別表第１（第４条の３及び第４条の５関係）  

 

委任等を受ける事

務の範囲 

出納員 現 金 取

扱員 

物品取扱員 審査補助員  

 １  所管事務

に係る現金

の出納及び

保管並びに

物品の出納

及び保管の

事務 

所 管 事

務 に 係

る 現 金

の 出 納

及 び 保

管 の 事

務 

所 管 事 務 に

係 る 物 品 の

出 納 及 び 保

管の事務 

１  出 納 員 が

行 う 支 出 命

令 の 審 査 の

補助 

 

 
 

２  金融機関

の窓口取扱

  ２  出 納 員 が

行 う 支 出 負

 



時間外にお

ける所管事

務以外の現

金の出納及

び保管の事

務（会計管

理課の出納

員に限る。） 

担 行 為 に 関

す る 確 認 の

補助 

 

 

３ 次の各号

に掲げる事

項について

それぞれ当

該各号に定

める事項の

いずれかに

該当する支

出に係る支

出命令の審

査及び支出

負担行為に

関する確認 

  ３ 出納員が

行う口座振込

申出書の受理

の補助 

 

 

 

 

(1) 歳出予

算に係る

節の区分

（省令第

１５条第

２項） 

１ 報酬 

２ 給料 

３ 職員

手当等 

４ 共済

  ４  出 納 員 が

行 う 指 定 公

金 事 務 取 扱

者 が 委 託 を

受 け て 遂 行

す る 公 金 事

務 の 状 況 の

検査の補助 

 



費 

６ 恩給

及び退

職年金 

７ 報償

費 

８ 旅費 

２２ 償

還金、

利子及

び割引

料 

２６  公

課費 

 

 

(2) 支出命

令額  専

決区分に

かかわら

ず５０万

円未満 

    

 

 

(3) 支出方

法  支出

金額にか

かわらず

資金前渡 

    

 
 

(4) その他

処理方法 

    

 

 

ア  支出

負 担 行

為 兼 支

出命令 

    

  イ 過誤     



納金の

還付 

 

 

ウ 歳入

歳出外

現金に

係る支

出命令 

    

 

 

エ 資金

前渡及

び出納

員の審

査によ

り支出

された

概算払

の精算

命令及

び戻入

命令 

    

 

 

オ 個別

システ

ムによ

って処

理する

支出 

    

 

 

４ 口座振込

申出書の受

理 

    

 

 

５ 指定公金

事務取扱者

が委託を受

    



けて遂行す

る公金事務

の状況の検

査 

 

設置箇所 
出納員になる

べき者 

現 金 取

扱 員 に

な る べ

き者 

物 品 取 扱 員

と な る べ き

者 

審 査 補 助 員 と

なるべき者 

 

 

市長の事務部局の

各課（園） 
課（園）長 

 所 属 の 長 が

指 名 し た 庶

務 担 当 の 係

長 相 当 職 以

上の職員 

所 属 の 長 が 指

名 し た 庶 務 担

当 の 係 長 相 当

職以上の職員 

 

 （略）  

 三重北勢健康増進

センター 

健康づくり課

長 

所 属 の

長 が 指

名 し た

庶 務 担

当 の 係

長 相 当

職 以 上

の職員 

所 属 の 長 が

指 名 し た 庶

務 担 当 の 係

長 相 当 職 以

上の職員 

所 属 の 長 が 指

名 し た 庶 務 担

当 の 係 長 相 当

職以上の職員 

 

 四日市ドーム スポーツ課長 所 属 の

長 が 指

名 し た

庶 務 担

当 の 係

長 相 当

職 以 上

の職員 

   

 人権プラザ（小牧、 人権センター 館長 館長 館長  



神前、赤堀、天白） 所長 

 （略）  

 

 

改正前 

別表第１（第４条の３及び第４条の５関係）  

 

委任等を受ける事

務の範囲 

出納員 現 金 取

扱員 

物品取扱員 審査補助員  

 ・所管事務に

かかる現金、

物品の出納保

管事務及び審

査業務 

所 管 事

務 に 係

る 現 金

の 出 納

保 管 事

務 

所 管 物 品 の

出納保管 

・支出命令の審

査 

 

 

 

・金融機関の

窓口取扱時間

外における所

管事務以外の

現金の出納保

管事務（会計

管理課の出納

員に限る。） 

  ・支出負担行為

の確認 

 

 

 

・支出命令の

審査 

・支出負担行

為の確認 

・口座振込申

出書の受理 

  ・口座振込申出

書 の 受 理 の 補

助 

 

  委任の範囲   委任の範囲  

 
 

１  支出科目

（節） 

  １  支 出 科 目

（節） 

 



  （１） 報酬   （１） 報酬  

  （２） 給料   （２） 給料  

 
 

（３）  職員

手当等 

  （３） 職員手

当等 

 

 
 

（４）  共済

費 

  （４） 共済費  

 
 

（６）  恩給

及び退職年金 

  （６） 恩給及

び退職年金 

 

 
 

（７）  報償

費 

  （７） 報償費  

  （８） 旅費   （８） 旅費  

 

 

（２２）  償

還金利子及び

割引料 

  （２２） 償還

金 利 子 及 び 割

引料 

 

 
 

（２６）  公

課費 

  （２６） 公課

費 

 

 

 

２ 支出命令

額 

専決区分に関

わらず５０万

円未満 

  ２ 支出命令

額 

専 決 区 分 に 関

わ ら ず ５ ０ 万

円未満 

 

 

 

３ 支出区分 

支出金額に関

わらず「資金

前渡」払 

  ３ 支出区分 

支 出 金 額 に 関

わらず「資金前

渡」払 

 

 
 

４  その他処

理方法 

  ４  そ の 他 処

理方法 

 

 

 

・「支出負担行

為 兼 支 出 命

令」 

  ・「支出負担行

為兼支出命令」 

 

 
 

・「過誤納金還

付」「歳計外支

  ・「過誤納金還

付」「歳計外支

 



出命令」 出命令」 

 

 

・「資金前渡」

払及び出納員

の審査により

支 出 さ れ た

「概算払」の

「精算命令」

及び「戻入命

令」 

  ・「資金前渡」

払 及 び 出 納 員

の 審 査 に よ り

支出された「概

算払」の「精算

命令」及び「戻

入命令」 

 

 
 

・「個別システ

ム」 

  ・「個別システ

ム」 

 

 

設置箇所 
出納員になる

べき者 

現 金 取

扱 員 に

な る べ

き者 

物 品 取 扱 員

と な る べ き

者 

審 査 補 助 員 と

なるべき者 

 

 

市長の事務部局の

各課（室、園） 
課（室、園）長 

 所 属 の 長 が

指 名 し た 庶

務 担 当 の 係

長 相 当 職 以

上の職員 

所 属 の 長 が 指

名 し た 庶 務 担

当 の 係 長 相 当

職以上の職員 

 

 （略）  

 三重北勢健康増進

センター 

健康づくり課

長 

所 属 の

長 が 指

名 し た

庶 務 担

当 の 係

長 相 当

職 以 上

の職員 

所 属 の 長 が

指 名 し た 庶

務 担 当 の 係

長 相 当 職 以

上の職員 

所 属 の 長 が 指

名 し た 庶 務 担

当 の 係 長 相 当

職以上の職員 

 

 人権プラザ（小牧、

神前、赤堀、天白） 

人権センター

所長 

館長 館長 館長  



 （略）  

 

 

 第４号様式を次のように改める。 

  



第４号様式（第１４８条関係） 

 

自 動 車 事 故 報 告 書 

 

   四日市市長 

 

  下記のとおり、自動車事故がありましたので報告します。 

年  月  日   

                  報告責任者  所属            

                        職・氏名            

事故発生日時 
     年   月   日（ ） 

     時   分（天候   ） 

事故発生場所  

道路の状態 幅員   ｍ・ 

自 動 車 の

概要 

当方 
・車名   ・年型   ・車種   ・車番 

・運転手職氏名      ・年齢  ・運転経験年数 

相手方 

・車名   ・年型   ・車種   ・車番 

運転手住所 

  ・氏名        ・年齢  ・運転経験年数 

事故の原因  

事故の概要  

損害・負傷の

程度 

当方  損害 車両   その他     (円) 

相手方  金額 車両   その他     (円) 

事故処理の顛末  

平素の車両管理の

状況 
 

その他必要事項  

事故責任についての主管の長の意見 

 

部課（所）長 氏名           

 

※ 経由（会計管理課）、合議（人事課、調達契約課、資産マネジメント課） 



第２条 四日市市会計規則の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（職員の賠償責任） （職員の賠償責任） 

第１６３条の２ 法第２４３条の２の９

第１項後段の規定により指定する職員

は、次の各号に掲げる行為について、

それぞれ当該各号に定める者とする。 

第１６３条の２ 法第２４３条の２の８

第１項後段の規定により指定する職員

は、次の各号に掲げる行為について、

それぞれ当該各号に定める者とする。 

(1)から(4)まで （略） (1)から(4)まで （略） 

 

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中、第１６３条の２の改正 公布の日 

(2) 第２条の規定 地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）附

則第１条第３号に掲げる規定の施行の日 

（会計管理課） 


